
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

今年の SeeL フェアはお陰さまで見事な秋晴れの中で開催することができました。 

ここ数年、雨続きで、参加してくださる皆様や、ご協力いただいている皆様にご迷惑をお

掛けしておりましたので、事務局としては、このお天気に本当にほっといたしました。そし

て例年より多くのお客様に楽しんでいただくことが出来ましたこと、感謝いたします。 

組合の皆様にも、より多くのご協力をいただきまして、本当に有難うございました。 



 

 

 

各種手数料の減免措置について（府南部豪雨災害関連） 

 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

せいえい融資利率 

 

（平成 24 年 10 月 15 日現在） 

基準となる利率 2.05％（6 年まで）

生活衛生 

改善資金貸付 
1.75％（10 年まで）

Ｃ1.15％(6 年まで)振興事業設備

の特定設備 (計画書作成 1.0％)

毎年のことなのですが、食欲の秋が来ま

した。今年は残暑が長く食欲ない秋が続

いていたので安心しきっておりました。

例年よりも急激に気温が下がったから

か、我が愛犬の食欲の切替りぶりが顕著

で、食べても食べてもお腹が空くようで

す。食べ過ぎには注意しましょう！真 

Ｙの回。 
『断捨離』･･･部屋の整理整頓と共に生活に調和をもたらそうとする、クラ

ターコンサルタントやましたひでこの提唱する生活術。（ｳｨｷﾍﾟﾃﾞｨｱ） 
もうかれこれ 3 ヶ月ほど、この断捨離に取組んでいます。しかし、実のとこ

ろ、この断捨離の本を読んだことがなく、そういった類の本も今まで読んだこ

ともなく。ただ何かムズムズしてきて、家の 7 割のものを捨てようと決めたの

です。始めたら、もう、どうして今までやらなかったのか！ゴミ屋敷か！と突

っ込みたくなるほど出るわ出るわ、10 年以上は袖を通してない服、見たこと

も無い食器、もう見ないであろう DVD、随分前につくったマフラーの残り毛

糸、使いかけの消しゴムの山、などなど、、。全て我が所業ながら、参りました。

おそらく 4 割くらいは捨てたのではないかと思いますが、まだまだです。あと

少し頑張ります。で、最近気づいたのですが、この作業を始めてから、ほとん

どモノを買わなくなりました。断捨離提唱者によると、目的は「モノへの執着

を捨て、身の回りをキレイにするだけでなく、心もストレスから解放されてス

ッキリすること。」効果には、｢大切なことに集中できるようになる。｣｢仕事や

他人との関係性も見直すことができる。｣｢自分軸をもっと大切にする生き方が

できるようになる。｣｢健康になる。｣などが挙げられています。風水でも不要

なものを溜め込むと良い気が入らないとのこと。皆さんも、いかがですか。 

  府南部豪雨による被災者の方々が、各種証明書や免許状の再発行等、被災により再取得を余儀なくさ

れた場合や、事業活動の再開のために必要となる行政手続にかかる各種手数料が減免されます。 
対象者は府南部豪雨により、被災した府民及び府内事業者等。個人に関してはパスポートや府税の減免

もあります。生衛業に関しては営業許可証や確認証、調理師免許の再交付などが適用されます。 
生衛業関連の減免期間は平成 25 年 3 月 31 日まで。平成 24 年 8 月 13 日の災害以降、条例又は告示等の

施行日までに納付されたものについても還付されますので、まだお済みでない方はお手続き下さい。 
【生衛業関連の問い合わせ先】京都府健康福祉部生活衛生課(075-414-4759 又は 4761)又は最寄の保健所

11月11日から17日は 税を考える週間

イータ君 

○ 「税を考える週間」特集ページの開設

（国税庁ホームページ www.nta.go.jp） 

○ 講演会、説明会等の開催 

○ 国税モニター座談会の開催 

○ 税に関する作文の表彰   など 

主な活動 

税務署 

今年のテーマは、「税の役割と税務署の仕事」

日時：平成 24 年 11 月 21 日 午後 1時 30 分～受付開始

場所：京都ガーデンパレス「鞍馬の間」 

研修会内容：「年末年始を乗り切る知恵袋」 

  京都総合経済研究所 

常務取締役 栗田康文 氏 

 

■生活衛生営業経営研修会及び生活衛生功労者表彰式 

研修会、表彰式に 

ぜひご参加ください。 


